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旧統一教会による被害の救済・防止及び政治との癒着の一掃を求める意見書 

旧統一教会（現世界平和統一家庭連合）は、その信者に、信者であることや教義を隠し

て新たな信者を勧誘させ、多額の献金を強要したり、虚偽の説明や威迫的言動で高額な商

品を販売するなどの活動を行い、それによる献金の返金等を命じる判決が下されるといっ

た社会問題を多く引き起こしている団体である。 

全国霊感商法対策弁護士連絡会によれば、平成２２年以降の１２年間における旧統一教

会に関する被害相談の総額は、確認できたものに限っても約１３８億円に上ると報告され

ている。 

そのような団体にもかかわらず、この間、大臣をはじめとした政治家が、旧統一教会や

関連団体の集会への参加や祝電送付などを行い、広告塔の役割を果たしてきたことが明ら

かとなり、深い癒着関係にある議員の実態が報道されている。 

こうした中、本年１１月２１日、文部科学大臣の諮問機関である宗教法人審議会は、旧

統一教会に対する宗教法人法第７８条の２に基づく報告徴収・質問権の行使に係る諮問に

ついて、了承する旨の答申を行い、審議会から答申を受けた同大臣は、翌２２日、旧統一

教会に対する同権限の行使に踏み切った。 

現在、解散命令の請求を見据えた調査を行っており、最終的に裁判所へ同請求を行うか

否かについては慎重に判断されるものと報じられている。 

よって国におかれては、旧統一教会による被害の救済と防止を図り、政治への信頼を回

復するため、次の事項について特段の措置を講ぜられるよう強く要望するものである。 

１ 早急に被害実態の把握に努めるほか、法に基づいた被害救済に取り組むこと。 

２ 旧統一教会の解散命令の請求にあたっては、問題行為における組織性、悪質性、継

続性等、解散命令の要件に該当するか調査を行い、適切に判断すること。 

３ 旧統一教会と政治家との癒着を究明し、国民への説明責任を果たすとともに、今後

は一切の関係を断つこと。 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 
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